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強姦（Rape） ①ペニスの膣、肛門、口への故

意の挿入
②同意なし

正式起訴に基づく有罪宣告により
裁量的終身刑

強姦
222-23

暴力、強制、脅迫または不意打ち
をもって行う、他人に対するあら
ゆる性的挿入

15年以下の拘禁刑 性的強要の罪

（177条1項)
他人に対し、
①暴行を用いて、
②生命もしくは身体に対する現在
の危険をもってする脅迫により,又
は
③被害者が保護されずに行為者
の働き掛けにさらさ れている状況
を利用して,行為者若しくは第三者
の性的行為を甘受させること又は
行為者 若しくは第三者に性的行
為をすることを強要した場合

１年以上15年以下の自由刑

犯情があまり重くないもの　6月
以上5年以下の自由刑

公然わいせつ
罪（174条）

公然とわいせつ行為をした者 6月以下の懲役もしくは30万以下
の罰金または拘留もしくは科料

挿入による暴行
（Assault by 
penetration)

①身体の一部・その他の物の膣・
肛門への故意の挿入
②当該挿入が性的であった場合
③同意がない場合

正式起訴に基づく有罪宣告により
終身刑

強姦（刑が加重
される場合）
222−24

①身体の切除または永久的な機
能喪失をもたらした場合
④尊属者または被害者に対して
権限を行使できる立場にある者
によってなされた強姦
⑤職業上の権限を付与された者
がその権限を濫用することによっ
て行った強姦
⑥主犯または共犯として複数の
者によって行った強姦
⑦武器を使用または武器による
威嚇によって行った強姦
②15歳未満の少年・児童に対す
る強姦
③年齢、病気、身体的・精神的な
欠陥性等により、特に保護される
べき弱者であることが明白または
そのような状況を知った上で行っ
た強姦

20年以下の拘禁刑 強姦・共同行為
(１７７条２項）

①行為者が被害者と性交を行
い、もしくは特に被害者の身体へ
の侵入を伴う場合のように、被害
者を著しく辱める類似の性的行為
（例．口腔・肛門への性器の強制
的挿入）を被害者に行い、もしくは
被害者をして自分に対し行わせ
た時（＝強姦）
②または、犯行が複数のものによ
り共同で行われた時

②２年以上１５年以下の自由刑 わいせつ物頒
布罪（175条）

①わいせつな文書,図画その他のも
のを頒布し、販売し、または公然と凛
冽した者
これを販売した者

2年以下の懲役、または250万円
以下の罰金もしくは科料

性的暴行
（Sexual assault)

①故意の接触
②当該接触が性的であった場合
③同意がない場合

①略式起訴に基づく有罪宣告に
より、６月以下の拘禁刑もしくは罰
金、または両者の併科
②正式起訴に基づく有罪宣告に
より10年以下の拘禁刑

強姦致死
222−25

強姦により被害者を死に至らしめ
た場合

30年以下の拘禁刑 危険な行為態
様
（177条3項）

①行為者が、凶器もしくはその他
の危険な道具を携行していたとき
または
③犯行により被害者に思い健康
障害が生じる危険をもたらしたと
き
②暴行または暴行を加える旨の
脅迫によって他人の犯行を阻止
もしくは排除するために、その他
の道具もしくは手段を携行してい
たとき

　 強制わいせつ
罪（176条）

①13歳以上の男女に対し、暴行また
は脅迫を用いてわいせつな行為をし
た者
②13歳未満の男女に対し、わいせつ
な行為をした者

①6月以上10年以下の懲役

不同意による性
的行為の強制

①故意にある行為を行うよう強制
したとき
②当該行為が性的であった場合
③合意がない場合
④同意を被告人が合理的に信じ
ていなかった場合

①強制された行為の中に、肛門
または膣への挿入、被告人のペ
ニスの対象者の口への挿入、対
象者の身体の一部またはその他
のものの、被告人の肛門または
膣への挿入、対象者のペニスの
被告人の口への挿入のいずれか
が含まれてきたときは、正式起訴
に基づく有罪宣告により終身刑
②上記の適用がなかったときは、
略式起訴に基づく有罪宣告により
6ヶ月以下の拘禁もしくは法定上
限以下の罰金または両者を併科

拷問または残虐
な行為を先行行
為等とする強姦
222−26

拷問または残虐な行為を強姦に
先行し、または強姦時にもしくは
強姦終了後に行った場合

無期刑 特に危険な行為
態様（177条4
項）

①行為者が犯行に際して、凶器も
しくはその他の危険な道具を使用
した時、または
②被害者がa犯行の際に、身体的
に著しい虐待をうけたとき、もしく
は
ｂ．犯行により死亡する危険がも
たらされたと

5年以上15年以下の自由刑 強姦（177条） ①暴行まはた脅迫を用いて13歳以
上女子を姦淫した者
②13歳未満の女子を姦淫した者

3年以上の有期懲役

13歳未満を対象
とする強姦・挿
入による暴行・
性的暴行

対象者13歳未満の場合
①同意がなかったことを要件とし
ない
②被告人が年齢を認識している
ことを問題としない

強姦・挿入による暴行
→正式起訴に基づく有罪宣告に
より裁量的終身刑
性的暴行
→①略式起訴に基づく有罪判決
により、6月以下の拘禁刑もしくは
法定上限以下の罰金、または両
者の併科
②正式起訴に基づく有罪判決に
より14年以下の拘禁刑

その他の性的
攻撃
222−27

強姦以外の性的攻撃 5年以下の拘禁刑
7万5千ユーロ以下の罰金

犯情があまり重
くない事案（177
条5項）

177条1項、177条3項、177条4項
の犯情があまり重くない事案

1年以上10年以下の自由刑 準強制わいせ
つおよび準強姦
罪（178条）

①人の心神喪失もしくは抗拒不能に
乗じ、または心神を喪失させまたは
抗拒不能にさせて、わいせつ行為を
した者
②女子の心神喪失もしくは抗拒不能
に乗じまたは心神を喪失させ、もしく
は抗拒不能にさせて姦淫したもの

①6月以上10年以下の懲役
②3年以上の有機懲役

性的行為の勧
誘・強制

①同意がなかったことを要件とし
ない。
②対象者が16歳未満であった場
合には、被告人が対象者の年齢
を16歳未満であることを知ってい
たか、知ることを合理的に期待す
ることができたことを要件とする。
③対象者が13歳未満であった場
合には、被告人における年齢の
認識を必要としない。

①性的接触の中に、身体の一部
またはその他の物の対象者の肛
門または膣への挿入、ペニスの
対象者の口への挿入、対象者の
身体の一部の被告人の肛門また
は膣への挿入、対象者のペニス
の被告人の口への挿入のいずれ
かが含まれていたときは、正式起
訴に基づく有罪宣告により、14年
以下の拘禁刑
②上記の適用がなかったときは、
略式起訴に基づく有罪判決によ
り、６月以下の拘禁刑もしくは法
定上限以下の罰金、または両者
の併科、正式起訴に基づく有罪
宣告により、１４年以下の拘禁刑
（被告人が未成年の場合は特例
あり）

その他の性的
攻撃（刑が加重
される場合①）
222−28

①傷害または医学的に器質機能
不全をもたらした場合
②尊属者または被害者に対して
権限を行使できる立場にある者
によってなされた性的攻撃
③職業上の権限を付与された者
がその権限を濫用することによっ
て行った性的攻撃
④主犯または共犯として複数の
者によって行った性的攻撃
⑤武器を使用または武器による
威嚇によって行った性的攻撃

7年以下の拘禁刑
10万ユーロ以下の罰金

死の結果を伴う
性的強要（178
条）

性的強要によって、少なくとも軽
率に、被害者に死の結果を発生
させたとき

無期または10年以上の自由刑 集団強姦罪
（178条の2）

2人以上の者が現場において共同し
て強姦または準強姦の罪を犯した者

4年以上の懲役

その他

その他の性的
攻撃（刑が加重
される場合②）
222−29

①１５歳未満の少年・児童に対す
る性的攻撃
②年齢、病気、身体的・精神的な
欠陥性等により、特に保護される
べき弱者であることが明白または
そのような状況を知った上で行っ
た性的攻撃

７年以下の拘禁刑
10万ユーロ以下の罰金

児童に対する性
的虐待（176条）

①14歳未満の者（児童）に対して
性的行為を行い、または児童をし
て自己に対して性的行為をさせた
者
②第三者に対して性的行為を行
いまたは第三者が児童に対して
性的行為を行うように、児童に決
意させた者

10年未満の自由刑
特に犯情が重い事案については
1年以上15年以下の自由刑

強制わいせつ
等致死傷（181
条）

①強制わいせつもしくは準強制の
罪、またはこれらの未遂を犯し、人を
死傷させた者
③無期または6年以上の懲役
③集団強姦、またはその未遂を犯
し、女子を死傷させた者
②強姦もしくは準強姦、これらの未
遂を犯し、女子を死傷させた者

①無期または3年以上の懲役
②無期または5年以上の懲役

性的行為

①故意に接触
②当該接触が性的であった場合
③信頼的地位（児童を定期的に
養護、訓練、指導監督する地位）
にあった場合。
④対象者が18歳未満であったこ
とを対象者が18歳以上であると
合理的に信じていなかった場合
（被告人に立証責任）、もしくは13
歳未満であった場合（被告人によ
る年齢の認識必要としない）等

略式起訴に基づく有罪宣告によ
り、6ヶ月以下の拘禁もしくは法定
上限以下の罰金、または両者を
併科。正式起訴に基づく有罪宣
告により5年以下の拘禁

その他の性的
攻撃（222−29条
に規定する類型
についてさらに
刑が加重される
場合）

①傷害又は医学的に器質機能不
全をもたら した場合
②尊属者又は被害者に対して権
限を行使できる立場にある者に
よってなされた場合
③職業上の権限を付与された者
がその権限を濫用することによっ
て行った場合
④主犯または共犯として複数の
者によって行った場合
⑤武器を使用または武器による
威嚇によって行った場合

10年以下の拘禁刑
15万ユーロ以下の罰金

同種再犯（176
条a1項）

176条1項または176条2項の罪を
犯した者がこれらの行為を理由に
5年以内に確定力をもつ有罪判決
を言い渡されていた場合

1年以上15年以下の自由刑
犯情があまり重くない事案では3
年以上5年以下の自由形

淫行勧誘罪
（182条）

営利の目的で淫行の常習のない女
子を勧誘して姦淫させた者

3年以下の懲役または30万円以
下の罰金

刑法第22章わいせつ、姦淫および重婚の罪（一部2004年改正）
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刑法第13章「性的自己決定権に対する罪」

罪名

諸外国の性犯罪規定
フランス

刑法第2部「人に対する重罪及び軽罪」第2編「人に対する侵害」第2章「人の身体的または精
神的機能に対する侵害」第3節「性的攻撃」第２編第７章「未成年者及び家族に対する侵害」
第５節未成年者に対する危険状況の作出罪
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童
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刑
法

日本ドイツ

罪名罪名
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要

の

罪

英国
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頼
的
地
位
に
あ

2003年性犯罪法
（Sexual Offences Act 2003）

2004年施行

罪名

児童の面前で性的行為を行うこと、性的行為を観察することの強
制、性的グルーミング行為などに関する規定
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刑法第22章わいせつ、姦淫および重婚の罪（一部2004年改正）刑法第13章「性的自己決定権に対する罪」

罪名

フランス
刑法第2部「人に対する重罪及び軽罪」第2編「人に対する侵害」第2章「人の身体的または精
神的機能に対する侵害」第3節「性的攻撃」第２編第７章「未成年者及び家族に対する侵害」
第５節未成年者に対する危険状況の作出罪

日本ドイツ

罪名罪名

英国
2003年性犯罪法

（Sexual Offences Act 2003）
2004年施行

罪名

その他

児童に対し性的行為の強制・勧
誘、児童の面前での性的行為を
行うこと、性的行為を観察するこ
とを強制することなどに関する規
定

略式起訴に基づく有罪宣告によ
り、6ヶ月以下の拘禁もしくは法定
上限以下の罰金、または両者を
併科。正式起訴に基づく有罪宣
告により5年以下の拘禁

その他の性的
攻撃（未遂に関
する規定）

222−27条ないし222−30条により
規定される性的攻撃（軽罪）の未
遂は同じ法定刑により処罰

18歳以上の者
による性交等
（176条a2）

176条1項または176条2項の罪を
犯した者が
①18歳を超える者である場合に
おいて、行為者が被害者と性交を
行い、もしくは特に被害者への身
体への侵入を伴う場合のように、
被害者を著しく辱める類似の性的
行為を被害者に行い、もしくは被
害者をして自己に対して行わせた
とき
②犯行複数の者により共同で行
われたとき
③犯行により被害者に重い健康
障害をもたらし、もしくは身体的・
心的な発達に対する新しい危険
を生じさせた場合

2年以上15年以下の自由刑
犯情があまり重くない事案は、1
年以上10年以下の自由刑

児
童
虐
待
防
止
法

児童虐待 2条-②
児童にわいせつな行為をすること、
または児童をしてわいせつな行為を
させること

罰則規定なし

性的接触 ①故意に接触
②当該行為が性的であった場合
③両者が家族の関係にあること
④対象者が18歳未満であったこ
とを対象者が18歳以上であると
合理的に信じていなかった場合
（被告人に立証責任）、もしくは13
歳未満であった場合（被告人によ
る年齢の認識必要としない）等

①性的接触の中に、身体の一部
またはその他の物の対象者の肛
門または膣への挿入、ペニスの
対象者の口への挿入、対象者の
身体の一部の被告人の肛門また
は膣への挿入、対象者のペニス
の被告人の口への挿入のいずれ
かが含まれていたときは、正式起
訴に基づく有罪宣告により、終身
刑
②上記の適用がなかったときは、
略式起訴に基づく有罪判決によ
り、6月以下の拘禁刑もしくは法定
上限以下の罰金、または両者の
併科、正式起訴の基づく有罪宣
告により、14年以下の拘禁刑

その他の性的
攻撃（性的露出
行為）

公衆がアクセスできるような場所
におい て,他人に視覚される性的
な露出行為

1年以下の拘禁刑
1万5千ユーロ以下の罰金

ポルノグラフィの
対象目的（176
条a3項）

①176条1項から4項の罪を犯した
者が、正犯またはその他の関与
者として、184条3項または4項の
頒布しようとしているポルノ文書
の対象とする目的で行為を行った
場合

2年以上15年以下の自由刑 定義 2条-②
次の各号に掲げる者に対し、対償を
供与し、又はその供与の約束をし
て、当該児童に対し、性交等（性交
若しくは性交類似行為をし、又は自
己の性的好奇心を満たす目的で、児
童の性器等（性器、肛門又は乳首を
いう。以下同じ。）を触り、若しくは児
童に自己の性器等を触らせることを
いう。以下同じ。）をすること。 
一 　児童　二 　児童に対する性交等
の周旋をした者 三 　児童の保護者
または児童をその支配下に置いてい
る者

性的ハラスメン
ト

性的な満足を得る目的で他人に
しつこく嫌がらせをする行為

１年以下の拘禁刑
７万５千ユーロ以下の罰金

特に危険な行為
態様（176条ａ5
項）

176条1項ないし3項の罪を犯した
者が
①行為の際に児童を身体的に著
しく虐待し、または
②行為により児童に死の危険を
生じさせた場合

5年以上15年以下の自由刑 児童買春 4条　児童買春をした者 5年以下の懲役もしくは300万円
以下の罰金、または併科

①対象者が精神障害のために当
該性的接触を拒否することができ
なかったとき（対象者が同意する
か否かを選択する能力を欠いて
いたとき、または対象者が同意す
るか否かの選択を伝えることがで
きなかったときは、当該接触を拒
否することができなかったものと
する。）
②被告人が、対象者が精神障害
を有していること及びそれ故に、
またはそれに関する理由のため
に当該性的接触を拒否すること
ができないおそれがあることを
知っていた場合のみならず、知る
ことを合理的に期待することがで
きた場合も犯罪とされる。

①性的接触の中に、身体の一部
またはその他の物の対象者の肛
門または膣への挿入、ペニスの
対象者の口への挿入、対象者の
身体の一部の被告人の肛門また
は膣への挿入、対象者のペニス
の被告人の口への挿入のいずれ
かが含まれていたときは、正式起
訴に基づく有罪宣告により、14年
以下の拘禁刑
②上記の適用がなかったときは、
略式起訴に基づく有罪判決によ
り、6月以下の拘禁刑もしくは法定
上限以下の罰金、または両者の
併科、正式起訴の基づく有罪宣
告により、14年以下の拘禁刑

未成年者の堕
落助長およびそ
の加重

①未成年者の堕落を冗長しま
たは助長することを企てる行為
②上記行為が15歳未満の少
年・児童に対しなされる場合

①５年以下の拘禁刑
７万５千ユーロ以下の罰金
②７年以下の拘禁刑
10万ユーロ以下の罰金

死の結果を伴う
児童に対する性
的虐待（176条b)

児童に対する性的虐待によって、
少なくとも軽率に、被害者を死亡
させた場合

無期または10年以上の自由刑 児童買春斡旋 5条-①　児童買春の斡旋をした者
5条-②児童買春の斡旋を業とした者

①5年以下の懲役、もしくは500万
円以下の罰金、または併科
②7年以下の懲役および千万円
以下の罰金

未成年者のポ
ルノ作出

未成年者の画像又は描写がポル
ノの性質を 有しているとき,頒布
する目的をもって,そ れらを作出,
保存又は伝播する行為。また, 方
法のいかんを問わず,そのような
画像や描 写を提供し,頒布し又は
輸入若しくは輸出する行為

３年以下の拘禁刑
４万５千ユーロ以下の罰金

児童買春勧誘 6条-①児童買春の斡旋をする目的
で人に児童買春をするように勧誘し
た者
6条-②人に児童買春をするように勧
誘することを業とした者

①5年以下の懲役もしくは500万
円以下の罰金、または併科
②7年以下の懲役および千万円
以下の罰金

性
的
行
為
以
外
の

性
犯
罪
行
為

未成年者に対
する道徳・尊厳
に対する侵害

未成年者が認知できる状況のも
と,方法及 び媒体のいかんを問わ
ず,暴力若しくはポル ノ又は人の
道徳を著しく損うような性質を有 
する情報を作出,転送又は伝播す
る行為及び それらの情報を用い
経済活動をする行為

３年以下の拘禁刑 
7万5千ユーロ以下の罰金

児童ポルノ提供 7条-①　児童ポルノを提供した者
7条-④　不特定若しくは多数の者に
提供し、または公然とこれを陳列した
者

①3年以下の懲役または300万円
以下の罰金
④5年以下の懲役または500万円
以下の罰金、またはこれを併科

そ
の
他
の
罪

未成年（15歳未
満）に対する性
的侵害

成人により、暴力、強制、脅迫、
不意打ちのいずれの手段も用い
ることなく、15歳未満の少年・児童
に対して行われた性的侵害行為

5年以下の拘禁刑 
7万5千ユーロ以 下の罰金

児童買春等目
的人身売買

8条-①児童ポルノを製造する目的で
当該児童を売買した者
8条-②前項の目的で外国に居住す
る児童で略取され、誘拐され、また
は売買されたものをその居住国外に
移送した日本国民

1年以上10円以下の懲役
②2年以上の懲役

未成年（15歳未
満）に対する性
的侵害（上記規
定に刑が加重さ
れる場合）

上記により規定される性的侵害
の刑が加重される場合の行為
①尊属者又は被害者に対して権
限を行使で  きる立場にある者に
よってなされた場合
②権限を付与された者がその権
限を濫用す  ることによって行った
行為 
③ 主犯又は共犯として複数の者
によって  行った場合

10年以下の拘禁刑
15万ユーロ以下の罰金

児
童
福
祉
法

児童に淫行させ
る罪

34条-①-六　児童に淫行させる罪 10年以上の懲役もしくは300万円
以下の罰金、または併科

未成年者(15歳
以上18歳未満
の者及び婚姻
による後見の解
除が未だない
者)に対する性
的侵害

暴力、強制、脅迫、不意打ちのい
ずれの手段も用いることなく、１５
歳以上の未成年者および婚姻に
よる後見の解除が未だない者に
対する性的侵害行為
①尊属者または被害者に対して
権限を行使できる立場にある者
によってなされた場合
②権限を付与された者がその権
限を濫用することによって行った
行為

2年以下の拘禁刑
3万ユーロ以下の罰金

青
少
年
育
成
条
例

例　東京都
みだらな性行為

18条の6　何人も、青少年とみだらな
性交又は性交類似行為を行つては
ならない
婚約中の青少年又はこれに準ずる
真摯な交際関係にある場合は除外

2年以下の懲役または100万円以
下の罰金
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児
童
買
春
・
ポ
ル
ノ
法

精
神
障
害
者
を
対
象
と
す
る
性
的
行
為

性器の露出、のぞき、獣姦、公衆トイレでの性的行為、性犯罪を目的として児童と会い
または連絡すること

虐
待

売春およびポルノグラフィによる児童虐待
売春の搾取
人身売買
予備的行為（性的行為を行う目的の薬物投与・性犯罪を行う目的の犯罪行為）

家
族
に
よ
る
児
童
に
対
す
る
性
的
犯
罪

精神障害に対する勧誘などの規定もある

あ
る
人
か
ら
の
性
的
虐
待

性的行為の勧誘行為についての規定もある


